
 
 

お  知  ら  せ 

 

本日（８月２７日）、「新型インフルエンザ対策本部」

（本部長：内閣総理大臣）会合を開催し、今回の新型

インフルエンザ（A/H1N1）について、政府全体として

緊急的かつ総合的に対処すべき事態は終息しつつあ

るものと判断し、通常の感染症対策として、厚生労働

省において対策に万全を期すこととしました。 

これを受け、昨年４月２８日に設置した対策本部に

ついては、本日、「新型インフルエンザ対策に関する

政府の対応について」（平成１９年１０月２６日付け

閣議決定）に基づき廃止しました。対策本部の廃止に

より、対策本部に附置された専門家諮問委員会及び幹

事会も廃止となります。 
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